
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
五
十
一
号

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
従
業
者
の
員
数
の
基
準
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
（
平
成
十
八
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
五
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

題
名
中
「
及
び
従
業
者
の
員
数
の
基
準
」
を
「
、
従
業
者
の
員
数
の
基
準
及
び
営
業
時
間
の
時
間
数
」
に
改
め
る
。

第
一
号
の
ロ
中
「
指
定
療
養
介
護
事
業
所
」
の
下
に
「
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
五
十
条
第
七
項
又
は
第

八
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
指
定
療

養
介
護
事
業
所
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
号
の
本
文
中
「
注
３
」
を
「
注
５
」
に
、
「
及
び
従
業
者
」
を
「
、
従
業
者
」
に
、
「
並
び
に
所
定
単
位
数
」

を
「
及
び
所
定
単
位
数
」
に
改
め
、
「
乗
じ
る
割
合
」
の
下
に
「
並
び
に
注
６
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
営
業
時
間

の
時
間
数
の
基
準
及
び
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
指
定
生
活
介
護
事
業
所
等
」
の
下
に
「

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及

び
第
六
号
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
指
定
障
害
者
支
援
施
設
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ



う
に
加
え
る
。

ハ

指
定
生
活
介
護
事
業
所
の
営
業
時
間
の
時
間
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
時
間
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に

つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
営
業
時
間
の
時
間
数
の
基

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割

準

合

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
八
十
九
条
に
規

百
分
の
八
十

定
す
る
運
営
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
営
業
時
間
が

四
時
間
に
満
た
な
い
こ
と
。

第
三
号
を
削
る
。

第
四
号
中
「
第
８
」
を
「
第
７
」
に
、
「
注

」
を
「
注

」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
号
と
す
る
。

11

16

第
五
号
中
「
第

」
を
「
第
９
」
に
改
め
、
同
号
を
第
四
号
と
す
る
。

10

第
六
号
中
「
第

」
を
「
第

」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
」
の
下
に
「
（
指
定
障
害
者
支

11

10

援
施
設
基
準
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
の
基
準

を
満
た
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
指
定
障
害
者
支
援
施
設
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
第
五
号
と
す
る
。

第
七
号
中
「
第

」
を
「
第

」
に
改
め
、
同
号
を
第
六
号
と
す
る
。

12

11

第
八
号
中
「
第

」
を
「
第

」
に
改
め
、
同
号
を
第
七
号
と
す
る
。

13

12



第
九
号
中
「
第

」
を
「
第

」
に
改
め
、
同
号
を
第
八
号
と
す
る
。

14

13

第
十
号
中
「
第

」
を
「
第

」
に
改
め
、
同
号
を
第
九
号
と
す
る
。

15

14

第
十
一
号
中
「
第

」
を
「
第

」
に
改
め
、
同
号
を
第
十
号
と
す
る
。

16

15

第
十
二
号
中
「
第

」
を
「
第

」
に
改
め
、
同
号
を
第
十
一
号
と
す
る
。

17

16


	【案文】報酬関係告示_Part8.pdf
	【案文】報酬関係告示_Part9
	【案文】報酬関係告示_Part10

